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事業者名《　フジ産業株式会社　》

１　組織体制
（１）事業者組織図
（２）役割・関連
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（2）役割・関連

【保育園給食調理業務管轄部署】
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フジ産業株式会社　：　組織図
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事業者名《　フジ産業株式会社　》

２　基本方針
（１）保育園調理業務に関する基本方針
（２）乳幼児の健康管理、増進への考え方、乳幼児への対応
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●保育園給食に関する基本方針について

子どもたちの健やかな成長にとって、「食事」「遊び」「睡眠」は非常に大切であり、十分な配慮が求められます。

子どもには望ましい生活リズムがあることを理解し、正しい食習慣を身につけることができるように支援していくことが

必要です。⇒子どもにとって望ましい生活リズム：（早起き→朝食摂取→体を使った十分な遊び→早寝）

また、給食提供をする上では、保育園給食の役割や目的を調理従事者一人ひとりが十分に認識するとともに、

子どもたちの目線に合わせた丁寧な食事対応を心がけます。

（保育園における給食の役割）

保育園における給食は、子どもの健やかな発育・発達を目指して提供されるものであり、子どもの食事・食生活を支援
していくという視点が大切です。

乳幼児期は、心身の発育・発達の個人差が大きい時期であるため、必要な栄養量を確保するにあたっては、

一人ひとりの子どもに合わせた発育・発達への対応を行いながら適切に進めていくことが重要と考えております。

また、保育園で提供される食事は、豊かな食の体験を積み重ね、食べる意欲を営み、生涯にわたって健康で

質の高い生活の基本となる「食を営む力」の基礎を培うために重要な役割を担っていると捉えております。

食育と日常の食事の関わりを意識して食育活動を実践していくことが大切です。

前述の保育園給食の役割をよく理解し、下記7点の保育園給食の基本方針に基づいて業務を実行して参ります。

保育園給食の基本方針

①食が身近にあること

②素材の味、自然の味を大切に

③子どもたちが自分自身で食を感じられるように

④健康な身体と豊かな心を育む

⑤食べ物を大切にする気持ち

⑥食に関わる全ての人への感謝の気持ち
⑦日本古来からの食文化やマナーの伝承

●乳幼児の健康管理、増進への考え

乳幼児期の重要な調理のポイントは、子どもの個人差を十分に把握し、それぞれの発達度合いや体格、嚥下能力

に合わせていく事です。そのため、乳幼児期における給食は一辺倒な対応ではなく、それぞれの個性に合わせる

よう気を付ける必要があります。

乳幼児一人ひとりの個性に合わせ、健康管理・増進をしていくために、下記の点に配慮しながらご家庭・園職員の皆様

方の声に耳を傾け、丁寧に応えて参ります。 【離乳食の進め方】

健康管理と健康増進への配慮

①甘みや塩分等の味付けを避け、味覚の発達を促す

②バランスを考え、素材の味を活かした薄味にする

③咀嚼能力の発達に合わせた、食べやすい調理をする

④軟らかいものばかりではなく、食材の食感を感じる

乳幼児期の対応

①型通りの対応ではなく、子どもに合わせた柔軟な対応

②消化機能など発育の個人差に合わせた個別対応

③歯の生え方、噛む力を考えた調理をする

④身体の成長と心の発育を促すうえで大切な時期である

ことを理解し正しく接する

⑤食事での積極的な働きかけで、食べることを意識させ、

偏りのない食事ができる能力を培うことに協力する

☆安全・安心で美味しい給食を提供するために・・・保育園給食ガイドラインの活用

豊富な受託経験を活かして弊社独自のマニュアルを整備し、調理員の教育に役立てております。

（1）保育園調理業務に関する基本方針

（2）乳幼児の健康管理、増進への考え方、乳幼児への対応

※特に、離乳食については、「飲む食事」から「噛んで食

べる食事」ができるようにトレーニングするのと同時に、

様々な食材を経験させながら進めていきます。



事業者名《　フジ産業株式会社　》

３　業務の実施
（１）保育園、保育課との協力体制　　　　　（２）着実な業務履行のための体制・仕組
（３）本社、拠点事業所等のバックアップ体制
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●乳幼児とのコミュニケーション

子どもたちへの自発的な挨拶・声掛けを徹底します。子どもたちにとって大人とのふれあい（関わり）は

とても大切な体験です。給食以外の話にも耳を傾け、親切・丁寧・目配り・気配り・心配りで接して参ります。

●保育園給食チームの総力を結集
保育園給食では園長先生・栄養士先生を中心に職員・給食調理員が円滑な連携をとって進めることが重要です。
教育方針・園生活での状況・食育活動の実践など、皆様とのコミュニケーション（活発な意見交換等）により、

個々の成長に沿った給食提供を実施します。また、管理担当者の月1回以上の巡回により、園長先生へのヒアリングを行い、

園と調理室との意思疎通・意見調整等を円滑に行って参ります。

●適正な社員配置

定員100名以上：社員4名、パート2名 定員130名以上：社員4名、パート3名 定員150名以上：社員5名、パート2名

状況により増員加配し、仕様書基準に沿った資格・スキル・経験を有する者を配置致します。

●業務の執行体制

業務責任者を中心に全従業員のチームワークを高め作業を実施して参ります。周知徹底・凡事徹底。栄養士先生との
緊密な報告、連絡、相談を重視し、給食運営の安定化に努めて参ります。

●作業工程の遵守

業務責任者又は副責任者は、港区保育課の実施する献立の説明会に出席し

他の従事者へ、その内容を周知徹底させます。
また、アレルギー対応食については、コンタミネーションが起きないよう、
作業工程・作業動線を工夫して調理を行って参ります。

●各種確認の徹底

調理前：個人衛生点検、使用水、冷蔵庫、冷凍庫温度、室温等

調理中：ＨＡＣＣＰに基づく衛生管理（検収記録・中心温度等）

調理後：アレルギー食提供前の複数人による指差し呼称確認等。

※調理器具備品の点検確認は使用前・中・後で確認。

⇒目視確認だけでなく、必ず全員に聞こえるように声に出すことを徹底します。
「包丁・まな板異常ありません！」「手袋破損有りません！」等

●本部管理担当者の巡回指導（月1回以上実施）

・仕様書基準に準じた作業が実施されているかどうか。

・園長先生の求める給食が実施されているか。（聞取り）

・業務責任者及び副責任者の指導力は適切か。

・職場内の人間関係は円滑か。

※巡回結果は、園長先生と港区保育課の栄養士先生にご報告致します。

●欠員時のバックアップ体制

調理技術・衛生知識向上の為、巡回実務指導

※保育園給食5年以上、責任者経験1年以上

（1）保育園、保育課との協力体制

（2）着実な業務履行のための体制・仕組

（3）本社、拠点事業所等のバックアップ体制

欠勤連絡受理

管理担当者

保育園側

①業務部管理課
緊急派遣要請の受理

②インストラクター

緊急派遣要請の受理

③近隣事業所従事

緊急派遣要請の受理

緊急応援対応

欠勤の連絡

欠勤連絡受理

調理従事者

業務責任者

受託施設

報告

報告 報告相談

欠員対応の実施（緊急応援者）

連絡

やむを得ず欠員が発生した場合、本人より業務責任者へ連絡。業務責任者は管理担当者へ連絡し、その指示に従いま
す。〔報告事項：欠員人数・献立内容等確認〕。管理担当者は、園長先生または栄養士先生に報告・相談の上、下記「緊急
応援対応」の①～③の何れかの応援者の派遣を実施致します。

※業務責任者・副責任者が欠員した場合は同等のスキルを持つ者を必ず派遣いたします。

インストラクター課の役割

●保育園職員の一員として

保育現場にたずさわる一人の大人として言動・振舞い・服装・髪型に留意します。

また、園の行事等には園長先生・栄養士先生とのご相談の上、積極的に関与し、

子どもたちとのふれあいを深め、共に成長を喜ぶような関係を構築していきたいと思っております。

●保育課栄養士先生との連携

管理担当者が毎月月初に保育課へご訪問し運営状況の報告や、書類の提出・仕様書の確認等連携を

図って参ります。また、栄養業務従事者は、日々の献立や調理作業・アレルギー対応等についての

報告・連絡・相談を行い、より良い給食運営に努めて参ります。



事業者名《　フジ産業株式会社　》

４　衛生管理
（１）適切な衛生管理を行う為の体制
（２）検査・講習等の実施
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●本社衛生管理室の巡回指導（年2回以上実施）

・抜打ち巡回衛生チェック（点検項目：200項目以上）を実施し、各施設の衛生状況を確認。

厨房施設の衛生レベルを数値化（100点満点）。高評価点にて衛生賞与授与。

80点以下の場合は、「イエローカード：1ヶ月以内改善命令

70点以下の場合は、「レッドカード」：業務責任者の交代

衛生管理に対する意識向上に向けた、信賞必罰制度。
・ＡＴＰ拭き取り検査を行い、従事者の衛生意識の向上を図っております。

●健康診断・細菌検査の回数及び内容について

・定期検便検査（赤痢・サルモネラ・Ｏ157・Ｏ111・Ｏ26）：月2回実施

・健康診断（一般健診：1回）：年1回実施

・10月～3月の期間（全従業員対象）ノロウィルス検便検査：月1回実施

・本人（同居家族を含む）にノロウィルスの疑いがある場合：随時

※ノロウィルス検便検査はＲＴ-ＰＣＲ法（同居家族を含む）

●管理担当者の巡回時衛生指導（月1回以上実施）

前述にありました管理担当者の巡回点検は、作業開始から作業終了

までの間、調理従事者が衛生的な作業を実施しているか、衛生記録

を決められた手順で実施されているかを作業進行に沿って確認して

参ります。点検確認時に作業に対する留意点が見受けられた場合は
調理終了後または必要に応じて随時教育指導を実施しております。

●衛生マニュアルの整備状況

原則として、港区基準（仕様書・衛生管理規則）の完全履行に努めて参ります。但し、より安全・安心に努めていく義務があり、

自社マニュアルも副次的に活用して参ります。弊社では下記マニュアルを整備し、事業所へ配布・常備しております。

誰でも直ぐに確認できるようにして衛生管理の徹底を図っております。

①衛生管理作業基準

②ノロウィルス対応マニュアル

③感染症対応マニュアル

④新型インフルエンザ対応マニュアル

⑤アレルギー対応マニュアル 等

その他、保育園給食業務の専門知識（長年のノウハウの集積）を取り纏めた「保育園給食ガイドライン」を作成し、より専門
性の高いサービスレベルに向け、月1回の社員会議や年に2回の調理実習等の教育研修に活用しています。

●衛生管理に対する基本的な考え方

我々調理従事者が絶対に守らなければならないことは、給食を安全・安心に提供する

事です。「港区保育園給食調理業務仕様書」「保育園衛生管理基準」、「HACCP」等の

基準・規定を完全履行し、一つひとつの食事に保証書を添えてご提供します。

●衛生管理に対する弊社の取組みについて

弊社では、2002年にISO9001（学校・保育園部門）を認証取得。より安全・安心に向け、

高レベルの衛生管理体制を構築してお客様から最大の満足と信頼を頂いております。

≪安全衛生マニュアル≫

【保育園給食ガイドラインとは】

保育園給食部門における専門知識・技
術をマニュアル化し、衛生知識・調理技
術・保育園給食の意義や役割・園長先
生や栄養士先生とのコミュニケーション
の重要性など保育園給食に必要な知
識を集約し、教育活動に活用します。

（1）適切な衛生管理を行う為の体制

（2）検査・講習等の実施

【ＰＤＣＡサイクル概念図】

“一つひとつの食事に保証書を添えて”
それが弊社の衛生管理に対する基本理念です。

≪保育園給食ガイドライン≫

【ノロウイルス対応マニュアルに沿った嘔吐物処理研修】

当社の衛生管理部門の指導により、飛散距離の確認や

実際に処理をする研修も行っております。

●外部機関による3S検査（年1回以上実施）

外部機関（シーバイエス株式会社）による3S（整理・整頓・清掃）検査を実施しております。3Sの徹底は、労働災害の

未然防止、作業の効率化、先入れ先出しの徹底や異物混入防止等を目的にしております。

検査結果については、管理担当者より園長先生または栄養士先生へ直接お伝えし、改善を図って参ります。

【衛生チェックリスト（1部抜粋）】

【ＡＴＰ拭き取り検査】



事業者名《　フジ産業株式会社　》

５　人材育成
（１）従業員の教育・研修等の実施や定着率を高める取組
（２）社員平均勤続年数、パート比率、社員・パート職員の定着率（２３区内）
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●定着率向上への取組み

■友人紹介制度の導入

従業員の友人・知人紹介（謝礼有）により、

長期に安定して働ける環境作りを推進。

■ＷＥＬＢＯＸ（福利厚生）制度

観劇、宿泊、各種ショッピング等の優待割引

全国指定保養所の利用

■職場環境改善に対する相談窓口

人事部直通「各種ハラスメント相談窓口」の設置。

■定期面接の実施と記録の保管

定着率向上に向け、個々に対する職場環境の問題・

能力向上（調理・衛生）等について、管理担当者が直接

面談を実施し解決を図ります。

面談結果は、「従業員能力調査表」に記録し、保管します。

■社員平均勤続年数 ・正規社員 5.3年 ・パート社員 4.3年

■パート比率 42.7%

■定着率（社員） 96.4%

■定着率（パート） 92.4% ※保育園業務グループのみ抽出

●従業員の教育指導・訓練

2002年に業界に先駆けて認証取得した、ＩＳＯ9001（学校保育園部門）品質マネジメントシステムの運用

により、効果的な研修を実施しております。

＜基本的考え方＞

研修教育は、繰り返し、丁寧に教え尚且つその教育の効果（知識・技術の定着）を図ることが重要です。また、従事者のレベ

ルに合わせて、適切な時期に研修を行うことで大きな効果を得る事ができます。弊社では、年度当初に年間の階層別社員

会議予定を作成し、月に1度必ず研修を実施致します。研修後は、小テストを実施し、知識の定着と研修の効果測定を行っ

ております。

＜社員会議以外の研修＞

社員会議の他に、年2回の安全衛生講習会（主催：本社安全衛生管理室）を開催し、全従業員の参加を義務付けております。

研修会後には社内書式「研修会報告書」の記入を実施しております。

また、年に2回の調理実習を実施しており、調理技術、離乳食・アレルギー等個別対応へのスキルアップを目指しております。

☆従業員雇い入れ時講習の実施

従業員採用後、「はじめての衛生の手引き」と、「はじめて

の安全の手引き」 を用いた安全衛生講習を実施し、

配置前に給食調理に関する衛生管理・労働安全の重要

事項について解説しております。雇い入れ時から知識・

意識づけを行うことで、従業員の即戦力化を図っております。

【ＥＳ（従業員満足度）調査の実施】

全従業員に向けた満足度調査を実施し、会社や直属の上司、

自らの仕事についての満足度を定量的データとして収集して

おります。

調査結果を分析し、社員の会社に対する意識や問題点を把

握し、制度や組織の改定を促進して参ります。

（1）従業員の教育・研修等の実施や定着率を高める取組

（2）社員平均勤続年数、パート比率、社員・パート職員の定着

４月 　２４日(水) 　主任会議

　８日(水) 　新卒社員研修会

　２９日(水) 　副主任会議

　１日(土) 　調理実習①　

　２２日(土) 　保育園衛生講習会(全従事者対象）

　２６日(水) 　主任会議

　３日(水) 　社員会議Ａ

　１０日(水) 　社員会議Ｂ

　２５日(木) 　副主任会議

７日（水） 　新卒社員研修会

　２９日(木) 　主任会議

　  ５日(木) 　社員会議Ａ

　１２日(木) 　社員会議Ｂ

　２６日(木) 　副主任会議

　８日(火) 　新卒社員研修会

１２日(土) 　保育園衛生講習会(全従事者対象）

　２９日(火) 　主任会議

　　６日(水) 　社員会議Ａ

　１２日(火) 　社員会議Ｂ
１６日(土)予定 　調理実習②　

　２7日(水) 　副主任会議

１２月 　１１日(水) 　主任会議

　１０日(金) 　主任会議

　１８日(土) 　防災訓練

　２９日(水) 　副主任会議

２月 　２７日(木) 　主任会議

３月 　２６日(木) 　主任会議

１０月

７月

９月

８月

１１月

１月

５月

６月



事業者名《　フジ産業株式会社　》

６　食育
（１）食育に対する考え方
（２）食育への取組
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●保育園における食育について

保育園給食は、ただ単に栄養を摂取するだけにとどまらず、豊かな食の体験を

積み重ね、食べる意欲を育み、生涯にわたって健康で、質の高い生活の基本となる

「食を営む力」の基礎を培うための重要な役割を担っています。

こうした食育の実践は、子どもたち一人ひとりが食に対する興味・関心を深め、食の大切さに

気付き、理解することが第一歩となります。園長先生・栄養士先生のご指示のもと、積極的に

食育活動にご協力させて頂きたいと考えております。

※食育活動の推進・実践については、園長先生・栄養士先生・調理業務従事者だけではなく、
自治体・保育士・保護者・地域の方など、多くの方々との連携が必要です。現場の調理員・
管理担当者が皆様との積極的な意見交換を行い、良好な給食運営に向け尽力致します。

●食育活動で私たちができること

1.各クラスにお伺いし、献立内容・調理法・食材等についてわかりやすく説明いたします。

2.クラス単位で園児との会食を行い、子どもたちとのふれあいを通した楽しい給食を実施して参ります。

3.区と協議のうえ、保護者参加型の料理教室等の実施協力をいたします。

4.アレルギー面談・説明会等に積極的に参加します。その他、過去にて提供した対応給食メニューや

調理のポイント等を説明（掲示物を含む）し、食物アレルギーに対する理解促進に協力します。

5.子どもたちが収穫した野菜等を、給食メニューに取り入れ調理してご提供します。

6.地産地消の取り組みを、栄養士先生と協力して進めて参ります。

●保育園行事に対するご協力について

園長先生のご了承を頂き、保育園行事には積極的に参加させて頂きたいと考えております。食に関わる行事以外にも、

入園式・運動会・卒園式（受付係・誘導係等）園側とご相談し、ご協力致します。調理員が保育園行事に関わることで、

保育園・保護者の皆様と同じように、子どもたちの成長を喜び、自身が保育園で働く者であるという自覚を強め、より良い

給食へと反映していくことができると考えます。

●他保育園における、食に関わる行事実施例
季節を感じる食に関わる行事は、子どもたちにとって、とても楽しい・おいしい思い出となります。目で見て、耳で聞き、

舌で味わうなど、子どもたちの五感を刺激した行事にご協力させて頂きたいと考えております。
四季折々の旬の食材を生かした、おいしく・楽しい給食提供を実施して参ります。

※節分の「鬼役」、クリスマスの「サンタ役」など、ご要望に応じて臨機応変に対応させて頂いております。

【子どもたちとの会食】 【料理教室】 【食育教室】

【節分：豆まき】 【ひなまつり】 【スイカのフルーツポンチ】 【運動会応援弁当】

（1）食育に対する考え方

（2）食育への取組



事業者名《　フジ産業株式会社　》

７　アレルギー対応
（１）食物アレルギー誤食等の事故状況（平成26年4月～令和元年8月）
※事故件数を年度ごとにご記入ください。その際、併せてその年度の受託保育施設数（全国）を母数としてご記入願

います。

（２）食物アレルギー事故の予防体制と発生時の対応
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◆複数人で事前に実施内容・作業担当等を明確に確認

①栄養士先生・業務責任者・副責任者で実施献立について、詳細項目の

打ち合わせを実施。〈確認事項：対象児童、除去食材、調理上の注意点、

作業工程表、作業動線図〉

②社員が、翌日の「調理手配表」「調理指示書」「献立表」を基に、

アレルギーチェック表、マグネットシート、食札に除去食内容について

記入を行う。※記入後、複数人によるダブルチェックを徹底

③アレルギー対応給食を担当する従業員・確認者を事前に明確にし、

作業工程表に確認のタイミングを記載

※誰が？どのタイミングで？何を？明確にし、全従業員に周知する

●食物アレルギー事故が発生した場合の対応

弊社は食中毒など調理業務における緊急時に対応するための

方法をISO9001により定めており、食物アレルギー事故発生時もこ

の『緊急対応マニュアル』に従い、適切な対応を実施致します。

⇒食物アレルギーに関する事故等のトラブルは、ＩＳＯ9001にお

ける「不適合」として、事故状況・事故原因を詳細に記録して改善

策・是正処置を取り纏め、お客様に確実にご報告、又、社内に情報

を水平展開し、当該現場における再発防止と他の現場における類

似事故の防止に活用致します。

【アレルギー対応マニュアル】

お客様 現  場 本  部 

   

 

クレーム・事故 クレーム受付 クレーム報告受付 

電  話 

応 急 処 置 重要度が高い 

｢クレーム・事故 

報告書｣作成指示 本部からの指示受付 

｢クレーム・事故報告書｣の記入  

（クレーム内容・原因・応急処置） 

｢クレーム・事故報告書｣ 

Ｎ Ｏ 

ＹＥＳ 

主任は栄養士・園長の 

指示により実施 

作成指示がない場合は

｢業務日誌｣に記入 

管理担当が判断 

｢クレーム・事故報告

書｣作成指示  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 重大クレームは 

P29Ⅵ3「重大クレー

ムに対する対応」に
続く 

必ず記入する事項 

・ 異物混入 

・ 調理ミス 

・ 時間遅れ 

・ その他（破損等） 

・  

ＦＡＸ又はコピーを本部へ送付 

原本は現場で保管 

※ 以下、「V-2 再発防止」の 

フローチャートに続く。 

終 
 

了 

 

食物アレルギーマニュアル 
 

 

 

 

 

フジ産業株式会社 保育園部門 

 

【アレルギーについての研修資料】

【ＩＳＯ9001：トラブル・事故対応フロー】

●食物アレルギーに関する事故の発生状況

発生年度 ： 平成28年

発生状況 ： 卵アレルギーの園児に「卵入りコーンスープ」を誤って提供してしまった。

配膳中にクラスの担任の保育士先生が発見。

経過 ： 配膳中に発見されたので、園児の口に入ることはなかったが、一歩間違えば大事故となったケース。

原因 ： 配膳前の確認の不徹底。複数人による確認は実施されていたが、指差し呼称確認は

おろそかになっていた。また、アレルギーチェック表の活用ができていなかった。

対策 ： ①前日及び朝礼時の周知徹底はもとより、最終確認時にスープをかき混ぜて内容物を確認。

： ②しっかりとした目視確認及び指差し呼称確認の徹底。

： ③アレルギーチェック表の活用法と効果について管理担当者から再教育し、

定期巡回時に活用状況をチェックする。

（1）食物アレルギー誤食等の事故状況（平成26年4月～令和元年8月）

（2）食物アレルギー事故の予防と発生時の対応

●食物アレルギー予防対策について

◆マニュアルに基づいた従事者の徹底教育

弊社独自の「保育園アレルギー対応マニュアル」（すべての

保育園調理従事者に対して高水準な教育と実践ができるよう、

各受託自治体作成の「アレルギー対応マニュアル」を基にして

作成）に基づいた社員研修（毎月1回）と調理実習（年2回）を

実施しております。

どれだけ経験のある者でも、必ずミスをするという前提に立って、

何重にも確認し、安全・安心な皆様から信頼される調理業務を実施して参ります。

◆当日のアレルギー調理対応

①朝礼時の確認：献立・使用食材・調理（除去）方法・調理・盛付担当者を再確認。

②アレルギー食を通常食より先に調理：アレルギー専用の調理器具・備品使用。

③調理後はすぐに盛付：コンタミネーションの防止

④盛付後ラップを掛ける：児童名・クラスを記入し、個別のトレーにセットする。

⑤ダブルチェック：提供前に複数人で指差し呼称確認を徹底。

⑥連絡の徹底：確認完了後に配膳。受渡者への本日のアレルギー対応

（クラス名・児童名・除去食対象食材等）を伝達する。

△△ちゃん、

除去食あります

トレーに乗せます

〇〇ちゃんの

卵除去食あります

トレーに乗せます

【ダブルチェック徹底】

【指差し呼称確認】

【クラス・児童名を記入】
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８　食中毒等の対応
（１）食中毒、異物混入等の事故状況及び行政指導の状況（平成26年4月～令和元年8月）
※食中毒、異物混入の事故状況をそれぞれ年度ごとにご記入ください。その際、併せてその年度の受託保育施設数
（全国）を母数としてご記入願います。　　例）異物混入等　○年度/髪の毛○件、ラップ片○件．．．/○園

※行政指導の有無と内容をご記入ください。

（２）食中毒、異物混入等の事故に対する予防体制と発生時の対応
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●行政指導状況

平成27年3月23日・・・

営業禁止処分、翌3月24日解除

平成29年2月14日・・・

営業禁止処分、2月17日解除

●異物混入

平成26年度 12件(髪の毛6件、ﾋﾞﾆｰﾙ2件、虫2件、紙1件、糸1件）/44園

平成27年度 10件（髪の毛5件、手袋2件、虫3件）/45園

平成28年度 8件（髪の毛4件、紙1件、ﾋﾞﾆｰﾙ1件、手袋2件）/46園

平成29年度 4件（髪の毛3件、繊維1件）/43園

平成30年度 5件（髪の毛3件、虫1件、木くず1件）/46園

平成31年度4～9月 3件（髪の毛1件、紙1件、手袋1件）/40園 ※保育園業務グループのみ

●事故予防体制について

毎月実施される社員会議（年12回）において、他事業所で発生した事故・ヒヤリハット事案の状況及び未然防止策の情報共

有を実施し、教育徹底しております。保育園給食施設で発生した事故や未然に防ぐことが出来た事例も含め、自らの施設の

事と捉え未然防止に努めていくことが大変重要です。①原因究明（なぜを5回繰り返す）②防止策の計画（どうすれば良いの

か）③防止策の実施（なぜそうしなければならないのか）④効果検証の実施を徹底的に追求し、安全・安心の保証書を添えて

保育園給食を提供して参ります。（PDCAによる改善継続）

●食中毒事故

平成26年4月～令和元年8月迄・・・2件

①食中毒事故（静岡県沼津市・職員食堂）

（発生日）平成27年3月 （発症者数） 79名〔うち入院0名〕

（原因菌） ノロウイルスによる二次汚染

（原因究明） 使い捨て手袋の衛生的な取扱い（指先からの

取り出し×）。手洗いの不十分もあり、手袋を汚染した可能性あり。

（損害賠償） 有り

（再発防止策）衛生的な手袋の取扱いの方法変更と徹底

【不適合管理報告書】
事故状況・原因・対策を詳細に記録し、水平展開を実施

正：現場保管 共―104―2017―Ｖｅｒ1.0

副：本部保管
主任 管理 部課長 本部長 社長

発生日 重大事故

クレーム

所属本部 トラブル

事業所名 ハプニング

事業所番号 ヒヤリハット

発生通し番号

提出機序 主任記入／提出⇒ 管理担当者受領／提出⇒ 部課長受領／提出⇒ 本部長／社長提出

　Ⅰ　内容
①電話連絡

②現場急行

③客先謝罪

④救急対応

⑤その他

　Ⅱ　原因究明シート なぜなぜ分析　Ａ なぜなぜ分析　Ｂ
１．要因の洗い出し ① ①

⇓ ⇓

② ②

⇓ ⇓

③ ③

⇓ ⇓

④ ④

２．要因の絞り込み ⇓ ⇓

⑤ ⑤

　Ⅲ　再発防止策作成シート

　Ⅳ　管理担当者等記入欄

　再発防止の効果確認 　トラブル等原因究明・再発防止検討委員会

不適合管理報告書

応急処置(○記入）

⇒⇒⇒ ⇒

適切な事故対応のポイントとして

・迅速な報告・連絡・相談 ・保健所への協力 ・罹患者様への対応

・現場の洗浄・消毒 ・正確な情報の収集

・調査が長引く場合は適時、中間報告を実施

・お客様へのご報告と改善案の提示

・現場従業員・管理担当者が一体となっての改善の実施

●損害賠償保険加入状況

・保険の種類 ：生産物賠償責任保険

・填補額 ： 1事故3億円、期間中3億円まで

（グループ包括保険）幹事会社：三井住友火災保険㈱

●代行保証加入状況

公益社団法人 集団給食協会への代行保証契約が可能。

（１）食中毒、異物混入等の事故状況及び行政指導の状況（平成26年4月～令和元年8月）

（２）食中毒、異物混入等の事故に対する予防体制と発生時の対応

【異物混入対策について】

②食中毒事故（愛知県名古屋市・老人施設）

（発生日）平成29年2月 （発症者数） 39名〔うち入院0名〕

（原因菌） ウエルシュ菌による食中毒

（原因究明） クックチル（前日仕込み）時の急速

冷却方法の知識・ルール化の不徹底。（常温放置）

（損害賠償） 無し

（再発防止策） クックチル調理ルールの再徹底

常温放置の禁止徹底

●事故対応について

前述のアレルギー対応事故と同様に、弊社「緊急対応マニュアル」に沿って、適

切な対応を実施して参ります。特に、食中毒事故については社長をトップとする

「緊急対策本部」を設置し、迅速・的確に対応して参ります。

◆白衣の着用手順

※帽子⇒白衣⇒ズボン

◆ローラー掛け 毛髪落下防止

※二人一組での目視確認
◆機器・器具・備品等の安全点検

（調理作業前・中・後）
◆味噌パック等の開封ルール

【食中毒予防】 保育園給食では、衛生管理に十分に留意し、給食調理施設におけるＨＡＣＣＰに準じた衛生管理体制で、従

事者の健康管理、正しい、手洗いの励行と施設衛生が必要です。

・手洗い・消毒の徹底（手洗いチェックシートの活用） ・調理器具の洗浄・消毒（学校給食洗浄・消毒マニュアルに基づく）

・作業工程ごとの危険要因分析と排除 ・正しい食品の取扱い・予め決められた調理作業の完全履行

・食品納入時の衛生的な検品管理、水質検査、アレルギー成分、検食・保存食の確保

・年間教育計画に基づく衛生教育による、従事者一人ひとりの衛生管理・技術の向上


